
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
小径の内視鏡式器具にして、
ａ）基端及び末端を有する中空管と、
ｂ）該中空管を貫通して伸長し、軸方向に変位可能な可撓性ワイヤーであって、基端及び
末端を有する、前記可撓性ワイヤーと、
ｃ）前記中空管及び前記ワイヤーのそれぞれの基端に接続されて、前記中空管及び前記ワ
イヤーの一方を他方に対して軸方向に変位させる手操作手段と、
ｄ）前記中空管の前記末端に機械的に接続された第一の端部作用子

と、
ｅ）前記ワイヤーの前記末端と機械的に接続され且つ前記第一の端部作用子に対して回転
可能に 接続された第二の端部作用子とを備え、
前記第一の端部作用子の に、湾曲した案内通路が設けら
れ、軸方向に変位可能な前記ワイヤーが、前記案内通路を貫通して伸長し、前記手操作手
段が前記中空管及び前記ワイヤーの一方を他方に対して軸方向に変位させるとき、前記案
内通路により案内されて半径方向に且つ軸方向動くようにされており、前記案内通路が、
前記中空管の末端に対して静止状態である、小径の内視鏡式器具。
【請求項２】
請求項１に記載の内視鏡式器具にして、
前記中空管が最大約 2.0ｍｍの外径を有する、内視鏡式器具。
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にして、平面状の面を
有する中間の部分を備えた第一の端部作用子

前記平面状の面に沿うようにして
前記中間の部分の前記平面状の面



【請求項３】
請求項１に記載の内視鏡式器具にして、
前記中空管及び前記ワイヤーが導電性であり、
前記ワイヤーが、電気絶縁性シースにより被覆され、
前記第一の端部作用子が導電性であり、また、部分的に絶縁され且つ、前記中空管と電気
的に接続され、
前記第二の端部作用子が導電性であり、また、部分的に絶縁され且つ、前記ワイヤーと電
気的に接続された、内視鏡式器具。
【請求項４】
請求項３に記載の内視鏡式器具にして、
前記第一の端部作用子及び前記第二の端部作用子が鉗子である、内視鏡式器具。
【請求項５】
請求項３に記載の内視鏡式器具にして、
前記手操作手段には、バイポーラ焼灼源のそれぞれの極を前記中空管及びワイヤーに接続
する一対の電気的カップリングが設けられる、内視鏡式器具。
【請求項６】
請求項５に記載の内視鏡式器具にして、
前記手操作手段が、スロット付きの軸と、変位可能なスプールとを備える、内視鏡式器具
。
【請求項７】
請求項６に記載の内視鏡式器具にして、
前記対の電気的カップリングが、軸方向に変位可能な導電性の前記ワイヤーと電気的に接
続された変位可能な前記スプールに設けらた電気的カップリングと、導電性の前記中空管
と電気的に接続された前記スロット付き軸に設けられた電気的カップリングとから成る、
内視鏡式器具。
【請求項８】
請求項３に記載の内視鏡式器具にして、
前記第一及び第二の端部作用子が、鋳造合金であり且つ部分的にＰＴＦＥで被覆されてい
る、内視鏡式器具。
【請求項９】
請求項３に記載の内視鏡式器具にして、
前記第二の端部作用子が、軸ピン及び絶縁性のセラミックブッシュによって前記第一の端
部作用子に回転可能に接続され、該絶縁性のセラミックブッシュが前記軸ピンを前記第一
及び第二の端部作用子の一方から電気的に絶縁する、内視鏡式器具。
【請求項１０】
請求項９に記載の内視鏡式器具にして、
前記軸ピンが、前記第一及び第二の端部作用子の一方と一体の部品である内視鏡式器具。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
１．発明の分野
本発明は、内視鏡下外科手術用器具に関する。より具体的には、本発明は、極く小径のバ
イポーラ型単動形式（ｂｉｐｏｌａｒ　ｓｉｎｇｌｅ　ａｃｔｉｎｇ）の内視鏡下外科手
術用鉗子／クランプに関する。本発明は、神経の外科手術に特に使用される。しかしなが
ら、これに限定されるものではない。
２．技術の現状
内視鏡下外科手術は、今日、世界中で広く行われており、その受け入れは、急速に増大し
ている。一般的にいって、内視鏡下外科手術には、内視鏡を使用する結腸－直腸の外科手
術、関節鏡下外科手術、腹腔鏡下外科手術及び神経の外科手術が含まれる。結腸－直腸の
外科手術以外の全ての場合、内視鏡下外科手術は、第一のポート（トロカールによって形
成されることが多い）を通じて内視鏡式器具を挿入し、また、第二のポートを通じて挿入
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されたカメラを使用することが必要である。複数ポートの場合、一方の外科用器具によっ
て器官又は組織を把持すると同時に、別の外科用器具により切除することができる。これ
らは、全て、カメラをポートの１つに配置して外科医が観察する状態で行われる。
1990年に開放外科手術（開腹手術、開頭手術など）で使われた手術のうち 1996年迄に 200
万件が内視鏡下外科手術で行われるであろうと予想されている（ MedPRO Month, I:12, p.
178）。内視鏡下外科手術の有利な点は、侵襲程度が少なく、より非外傷性であり、また
、典型的には回復がより迅速である点にあることが明らかである。このことは、患者の首
及び／又は頭蓋の小さい穴を通じて１つ以上の器具が挿入される、中枢神経系に対する神
経の外科手術の場合に特に有意義である。開放外科手術では、頭蓋の少なくとも一部を除
去する必要があり、このため、著しい外傷及び外科的な病的状態が生じるため、内視鏡下
外技術で行うことが極めて好ましい。
内視鏡下外科手術用器具は、全体として、コイル又は管（以下、全体として、管と称する
）と、該管内を伸長するプルワイヤー又はプッシュロッドと、該管あるいはプルワイヤー
又はプッシュロッドに係合して、プルワイヤー又はプッシュロッドに軸方向への往復運動
動作を付与する作動手段と、プルワイヤー又はプッシュロッドに接続された端部作用子手
段と、Ｕ字形リンク（クレビス、ｃｌｅｖｉｓ）にして、その基端にて管に接続され、そ
の末端にて端部作用子手段に接続されたＵ字形リンクとを備え、プルワイヤー又はプッシ
ュロッドの軸方向の動きによって、端部作用子手段がプルワイヤー又はプッシュロッドの
長手方向軸線に対して平行な面内を動くようにしてある。本明細書において、外科用器具
又はその何れかの部分について「末端」とは、医者から最も離れ且つ外科手術部位に最も
近い端部を意味する一方、外科用器具又はその何れかの部分について「基端」とは、医者
に最も近く且つ外科手術部位から最も離れた端部を意味するものとする。
バイポーラ型の焼灼（ｃａｕｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ）内視鏡下手術用器具は、当該技術分
野にて周知である。例えば、本願と同じ譲受人に譲渡された米国特許第 5,352,223号には
、中空の導電性管と、絶縁した導電性のプッシュロッド（管を貫通して伸長する）と、一
対の導電性の端部作用子（グリッパ）（管の末端及びプッシュロッドにそれぞれ接続され
ている）とを備える、バイポーラ型の内視鏡式鉗子が開示されている。この端部作用子は
、互いに絶縁されており、管及びプッシュロッドを介して、それぞれの端部作用子にバイ
ポーラ焼灼電流が印加される。
上述したように、殆どの内視鏡式器具は、器具のポートを通して体内に入るような設計と
されている。典型的には、これらのポートは、その直径が５ｍｍ又は 10ｍｍの何れかであ
り、同じような寸法の器具が通り抜けることを可能にする。しかしながら、内視鏡式器具
は比較的小さい寸法であるため、その設計及び製造に相当な工夫が必要とされることを認
識すべきである。このことは、その特質上、互いに電気的に絶縁された可動部品を有する
、バイポーラ型器具の場合、特に意味がある。本願と同じ譲受人に譲渡された米国特許第
5,352,223号に記載された器具は、殆どの内視鏡式器具と同様に、直径５ｍｍ又は 10ｍｍ
の器具ポート（トロカール管）と共に使用可能な設計とされている。しかしながら、神経
の外科手術においては、直径５ｍｍの器具であっても大き過ぎ、望ましい程度を越えて侵
襲的である。このため、更に小さい器具が好まれる。
発明の概要
このため、本発明の一つの目的は、従来の内視鏡式器具よりも著しく小径である内視鏡式
器具を提供することである。
本発明の別の目的は、バイポーラ機能を有する内視鏡式神経外科手術用器具を提供するこ
とである。
また、本発明の目的は、直径２ｍｍの器具ポートを通して体内に入る程度に十分に小さい
バイポーラ型内視鏡式器具を提供することである。
本発明の更に別の目的は、比較的大きいトルクを有する極めて小径のバイポーラ型内視鏡
式鉗子／クランプを提供することである。
以下に詳細に説明する上記の目的に従い、本発明により提供される内視鏡式器具は、直径
約 1.7ｍｍの中空管と、該中空管を貫通して伸長し、軸方向に変位可能なワイヤーと、該
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管及びワイヤーの一方を他方に対して軸方向に変位させるべく該管及びワイヤーのそれぞ
れの基端に接続された手作動手段と、該管の末端に機械的に接続された第一の端部作用子
であって、ワイヤーの末端部分を受け入れ且つ案内する湾曲した案内通路が設けられた基
端部分を有する、第一の端部作用子と、変位可能なワイヤーの末端に機械的に接続され且
つ第一の端部作用子に対して回転可能に接続された第二の端部作用子とを備えている。該
器具がバイポーラ型器具であるように配置構成された場合、管及びプルワイヤーは導電性
であり、プルワイヤーは、その極く末端を除いて電気絶縁性シースで被覆されており、第
一の端部作用子は導電性で且つその一部が絶縁されており、また、管の末端と電気的に接
続されている。第二の端部作用子は、導電性であり、また、その一部が電気的に絶縁され
且つプルワイヤーの末端と電気的に接続されている。更に、バイポーラ型の実施の形態に
おいて、手作動手段には、バイポーラ焼灼源のそれぞれの極を管及びワイヤーに接続する
一対の電気的カップリングが設けられることが好ましい。
本発明の好適な形態によれば、該第一の端部作用子は、その外面の少なくとも一部にポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ又はテフロン（ＴＥＦＬＯＮ）（登録商標名））のよ
うな重合系絶縁体で被覆された鋳造合金であることが好ましい。また、第二の端部作用子
も、その面の少なくとも一部がＰＴＦＥのような絶縁体で被覆された鋳造合金であること
が好ましい。第二の端部作用子の基端部分には、該基端部分を変位可能なワイヤーの末端
と電気的に且つ機械的に接続されるタングが設けられている。これらの端部作用子は、絶
縁性のセラミック性ブッシュ座金を使用して互いに回転可能に接続されている。
一つの実施の形態によれば、該第一の端部作用子には、変形可能な端部を有する一体の軸
ピンが設けられており、第二の端部作用には、取り付け穴が形成されている。別の実施の
形態によれば、その双方の端部作用子に取り付け穴が形成され、その両端部作用子は、ス
テンレス鋼リベットに対して、絶縁性のセラミック性ブッシュ座金により互いに接続され
ている。
本発明の更なる目的及び有利な点は、添付図面と共に以下の詳細な説明を読むことにより
、当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明によるバイポーラ型鉗子の一部断面図とした部分側面斜視図である。
図２は、回転軸線に対して垂直方向に見たときの、図１の端部作用子の拡大切欠き斜視図
である。
図３は、鉗子が閉じた位置にある場合に、回転軸線に対して平行な方向に見たときの、図
１の端部作用子の拡大切欠き斜視図である。
図４は、鉗子が開放位置にあるときの、図３と同様の図である。
図５は、図３の線５－５に沿った拡大断面図である。
図５ａは、リベットの端部が広がったときの、図５と同様の図である。
図５ｂは、本発明の一つの代替的な実施の形態の図５と同様の図である。
好適な実施の形態の詳細な説明
次に、図１を参照すると、本発明による小径のバイポーラ型鉗子１０は、全体として、基
端１４及び末端１６を有する中空の導電性管１２と、該管１２を貫通して伸長し、基端２
０及び末端２２を有する導電性プルワイヤー１８と、基端の操作ハンドル２４と、末端の
作用子組立体２６とを備えている。現在の好適な実施の形態によれば、該導電性管は、約
1.7ｍｍの外径を有する。該導電性プルワイヤー１８には、絶縁性シース２８が設けられ
ており、該シースは、その基端２０の一部及びその末端２２の一部を除いて、その略全長
に沿って伸長している。基端の操作ハンドル２４は、中心軸３０と、変位可能なスプール
３２とを有する。軸３０の基端には、親指操作リング３４が設けられており、該軸３０の
末端には、長手方向穴３６が形成されている。長手方向スロット３８は、穴３６の基端か
ら親指操作リング３４の末端側の一点まで伸長している。該変位可能なスプール３２には
、クロス部材４０が設けられており、該クロス部材４０は、中心軸３０に形成されたスロ
ット３８を貫通して伸長している。該クロス部材４０には、中央の貫通穴４２と、半径方
向に係合する止めねじ４４とが設けられている。第一の電気接点４６がスプール３２の上
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に設けられ且つ保護絶縁カラー４８を貫通して止めねじ４４から半径方向外方に伸長して
いる。長手方向穴３６には、穴３６の内部から半径方向外方に伸長する第二の電気接点５
０が設けられている。図１に図示するように、導電性の中空管１２の基端１４は長手方向
穴３６内に取り付けられ且つ電気接続具５０と電気的に接触している。導電性プルワイヤ
ー１８の基端２０は、止めねじ４４によりクロス部材４０の穴４２内に取り付けられ且つ
電気接続具４６と電気的に接触している。
次に、図２乃至図５を参照すると、端部作用子組立体２６は、第一の静止型端部作用子６
０と、第二の回転型端部作用子６２とを備えており、これら端部作用子の双方は、鋳造合
金で出来たものであることが好ましい。第一の端部作用子６０は、基端の軸部分６４と、
末端のグリッパ部分６６と、拡張可能なリベット状態端部７１を有する一体の軸ピン６９
が設けられた中間の取り付け部分６８とを備えている。基端の軸部分６４は略円筒形であ
り、中空の導電性管１２の末端１６内に圧力嵌めされ又はクリンプ（ｃｒｉｍｐ）されて
いる（図１、図３）。該末端のグリッパ部分６６は、第一の面内に位置する略平面状の把
持面７０を有し、中間の取り付け部分６８は、第一の面に対して略直交する第二の面内に
位置する略平面状の面７２を有する。本発明の一つの形態によれば、図３に最も良く示す
ように、基端の軸部分６４には、湾曲した案内通路７４が設けられており、以下により詳
細に説明するように、導電性のプルワイヤー１８がこの案内通路７４を通して案内される
。本発明の別の形態によれば、図５に最も良く図示するように、第一の端部作用子６０の
略全体は、その把持面７０及びその基端の軸部分６４を除いて、ＰＴＦＥのような電気絶
縁性重合体６１で被覆されている。
第二の端部作用子６２は、基端タング７６と、末端のグリッパ部分７８と、中間の取り付
け部分８０とを備えており、該中間の取り付け部分は、該取り付け部分を、第一の端部作
用子６０の取り付け部分６８に回転可能に取り付けるための取り付け穴８１を有している
。基端タング７６には、プルワイヤー１８の末端２２に接続するためのプルワイヤー穴８
２が形成されており、末端のグリッパ部分７８は、第一の面内に位置する略平面状の把持
面８４を有する。該中間の取り付け部分８０は、第一の面に対して略直交する第二の面内
に位置する略平面状の面８６を有する。本発明に従い且つ図５に最も良く図示するように
、第二の端部作用子６２の略全体は、その把持面８４及びその基端タング７６を除いて、
ＰＴＦＥのような電気絶縁性ポリマー６３で被覆されている。また、図５に最も良く示す
ように、第二の端部作用子６２は、ピン６９の端部７１を広げる前に（図５ａに図示する
ように）、軸ピン６９と取り付け穴８１との間にセラミック製のブッシュ座金９０を配置
することにより、第一の端部作用子６０の軸ピン６９の上に回転可能に取り付けられる。
プルワイヤー１８の末端２２は、図２に最も良く示すように、ワイヤーにＺ字形の曲げ部
分を形成することにより、第二の端部作用子６２のタング８０に形成された穴８２に接続
される。
第二の端部作用子を第一の端部作用子の上に取り付ける一つの代替的な実施の形態が図５
ｂに図示されている。この実施の形態において、第一の端部作用子の取り付け部分６８′
には、取り付け穴６９′が形成されている。セラミック製ブッシュ座金９０を通じてステ
ンレス鋼製のリベット９２が挿入され、該セラミック製ブッシュ座金９０は、第二の端部
作用子の取り付け部分８０に形成された穴８１を貫通するように挿入する。リベット９２
の端部は、第一の端部作用子の取り付け部分６８′に形成された穴６９′を通して挿入さ
れて、その端部が広げられる。
上記の説明から、第一の端部作用子６０は、その軸部６４を通じて管１２末端１６と電気
的に接続し、また、第二の端部作用子６２は、プルワイヤー１８の末端２２と電気的に接
続することが理解される。また、プルワイヤー１８は、絶縁性被覆１８により管１２及び
第一の端部作用子６０の軸部６４から絶縁されていることも理解されよう。該端部作用子
は、該端部作用子が図４に図示した開放位置にあるとき、そのそれぞれの PTFE被覆及びセ
ラミック製ブッシュ座金９０により互いに略絶縁されている。
プルワイヤー１８がアクチュエータ２４により管１２を貫通して並進動作する（図１）結
果、第二の端部作用子６２が第一の端部作用子６０に対して回転動作し、図３及び図４に
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図示するように端部作用子を開放し且つ閉じる。図３及び図４に最も良く示すように、プ
ルワイヤー１８は半径方向に且つ軸方向に向けて管から外に出ることを要する。案内通路
７４が比較的可撓性のプルワイヤー１８の動きを支持し且つ案内し、器具の比較的小さい
寸法パラメータの範囲内にてジョー７８の回転動作を最大にし得るようにする。このプル
ワイヤーを支持し且つ案内するとき、案内通路７４は、細いプルワイヤー１８が絡み合う
のを防止する。更に、プルワイヤー１８が絶縁体で被覆されている、本発明の好適な実施
の形態において、案内通路を設けることは、絶縁性被覆が管の端縁と摩擦可能に係合し且
つ摩耗することによる短絡の可能性を最小にする。このように、第一の端部作用子６０の
軸部６４内の湾曲した案内通路７４は、絶縁したプルワイヤー１８に対する平滑な経路を
提供する。
使用時、図４に図示した開放位置に端部作用子を配置し、組織（図示せず）まで案内する
。次に、端部作用子を組織の上で閉じて、端部作用子の絶縁されていない把持面７０、８
４が組織を把持し得るようにする。次に、図１に図示した導電性カップリング４６、５０
を介して端部作用子を通じてバイポーラ焼灼電流を組織に印加する。
神経の外科手術に特に有用であるバイポーラ型内視鏡式鉗子の幾つかの実施の形態に関し
て説明し且つ図示した。本発明の特別な実施の形態に関して説明したが、これは本発明を
これらの実施の形態にのみ限定するものではなく、本発明は当該技術が許容する広い範囲
で具体化が可能であり、本明細書は、そのように読むべきである。このため、特別なスプ
ール及び親指操作リングの型式のアクチュエータについて開示したが、例えば、従来の鋏
型グリップアクチュエータのようなその他のアクチュエータも利用可能であることが理解
されよう。また、端部作用子は略平面状の把持面を有する鉗子として説明したが、その他
の形態の把持面も使用可能であり、また、その他の型式の端部作用子（例えば鋏）も利用
可能であることが認識されよう。更に、管内に取り付けられ且つ円弧状の案内経路を有す
る静止型の端部作用子を図示し且つ説明したが、静止型の端部作用子の末端に管を取り付
けて、案内経路を端部作用子の基端に設けるのではなくて、管の末端に案内経路を設ける
ようにすることもできることが理解されよう。更に、アクチュエータ内の電気的カップリ
ングの特別な形態を開示したが、その他の形態も同様に採用可能であることが理解されよ
う。更に、該端部作用子はその電気的接続部及びその把持面を除いて、ＰＴＦＥで略完全
に被覆されたものとして開示されているが、そのそれぞれの接触面にのみ端部作用子に被
覆を施しても本明細書に開示したものと同一又は同様の機能が実現可能であることが理解
されよう。実際には、焼酌機能が不要であるならば、電気的カップリング及び端部作用子
の被覆も不要である。このため、請求の範囲に記載した本発明の精神及び範囲から逸脱せ
ずに、その他の改変例を上記本発明に加えることも可能であることが当業者には理解され
よう。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ５ ａ 】 【 図 ５ ｂ 】
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